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介護老人保健施設ことりの園運営規程 

 

第１章 総則 

第２章 定員及び従業者 

第３章 サービスの内容及び費用の額 

第４章 運営に関する事項 

第５章 雑則 

  第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、医療法人博仁会が開設する介護老人保健施設ことりの園（以下「ことりの

園」 という。）における次に掲げる施設及び事業の運営に関し、重要な事項を定めるものとす

る。 

一 介護老人保健施設（以下「施設」という。） 

二 指定短期入所療養介護事業（以下「短期入所」という。） 

三 指定介護予防短期入所療養介護事業（以下「介護予防短期入所」という。）  

四 指定通所リハビリテーション事業（以下「通所リハビリ」という。） 

五 指定介護予防通所リハビリテーション事業（以下「介護予防通所リハビリ」という。） 

六 指定訪問リハビリテーション事業（以下「訪問リハビリ」という。） 

七 指定介護予防訪問リハビリテーション事業（以下「介護予防訪問リハビリ」という。） 

 

（施設・事業の目的） 

第２条 施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能 

訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、その者の居宅における生

活への復帰を目指すものとする。 

２  短期入所は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅にお 

いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の

下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、

療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 

３  介護予防短期入所は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むこ 

とができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに

日常生活上の支援を行うことにより、利用者の介護予防及び療養生活の質の向上及び心身

機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 

４  通所リハビリは、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に 

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療

法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る

ものとする。 

５  介護予防通所リハビリは、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営 

むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利
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用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもの

とする。 

６   訪問リハビリは、事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下、「理学療法

士等」という。）が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、要介護状態に

ある者の居宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるために、

理学療法、作業療法又は言語聴覚療法の必要なリハビリテーションを行うことを目的とす

る。 

７   介護予防訪問リハビリは、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む

ことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを

行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を

目指すものとする。 

 

（運営の方針） 

第３条 ことりの園は、ことりの園を利用する者（以下「利用者」という。）の意思と人格を尊重し、

常に利用者の立場に立って介護保健施設サービス、短期入所療養介護、通所リハビリテーション

及び訪問リハビリテーション（以下「施設サービス等」という。）を提供しなければならない。 

２ ことりの園は、明るく家庭的な雰囲気を有するよう努めるとともに、特に地域及び家庭との結

びつきを重視し、積極的に地域との交流に努めるものとする。 

３ ことりの園は、市町村、地域包括支援センター、介護保険施設、居宅介護支援事業者、居宅

サービス事業者その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連携を図るもの

とする。 

 

（説明及び同意） 

第４条 ことりの園の従業員は、施設サービス等の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用

者及びその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明をし、

同意を得なければならない。 

 

（身体拘束の禁止） 

第５条 ことりの園においては、利用者に対する施設サービス等の提供に当たって、当該利用者

又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束

その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第６条 ことりの園の従業者又は従業者であった者は、その業務上知り得た利用者及びその家

族の秘密を漏らしてはならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。 
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（各称等） 

第７条 ことりの園の名称等は、次のとおりとする。 

 一 名   称 介護老人保健施設 ことりの園 

 二 所 在 地 高崎市下小鳥町１２７７番地 

 三 管 理 者  

 

第２章 定員及び従業者 

（定員） 

第８条 ことりの園の施設、短期入所及び介護予防短期入所の入所定員（又は利用定員）は、50

名とする。 

２ ことりの園の通所リハビリ及び介護予防通所リハビリの利用定員は、1単位 50名とする。 

 

（従業者の職種、その内容及び員数） 

第９条 ことりの園の従業者の職種、その内容及び員数は、別表第１のとおりとする。 

 

第３章 サービスの内容及び費用の額 

（施設サービス等の内容） 

第１０条 ことりの園で提供する施設サービス等の内容は、次のとおりとする。 

 一 施設サービス計画、短期入所療養介護計画（おおむね４日以上継続して利用する場合を

いう。）、介護予防短期入所療養介護計画（おおむね４日以上継続して利用する場合をいう。）、

通所リハビリテーション計画及び介護予防通所リハビリテーション計画の作成、訪問リハビリテ

ーション計画及び介護予防訪問リハビリテーション計画の作成 

 二 食事の提供（利用者が選定する特別な食事の提供を含む。） 

 三 入浴（一般浴槽又は特別浴槽における入浴とする。） 

 四 看護及び医学的管理の下における介護 

 五 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション等） 

 六 退所に向けた総合的支援 

 七 各種相談に対する指導及び援助 

 八 その他利用者に対する便宜の提供 

 

（利用料及びその他の費用の額） 

第１１条 利用者がことりの園から施設サービス等の提供を受けた場合の利用料は、介護報酬

告示上の額とし、当該施設サービス等が法定代理受領サービスであるときは、その１割 2割ま

たは 3割の額とする。 

２ ことりの園は、前項に定める額のほか、次の各号に定める費用につき別表第２に額を掲げ、 

かつ、当該費用に関し利用者及び家族の同意を得たときは、利用者から当該費用の額の支

払を受けることができる。 

  一 施設 

（１） 食事の提供に要する費用 

（２） 居住に要する費用 
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（３） 利用者が選定する特別な療養室の費用 

（４） 利用者が選定する特別な食事の費用 

（５） 理美容代 

（６） その他日常生活で通常必要となる費用のうち、当該利用者が負担することが適当と

認められるもの 

  二 通所リハビリ 

（１） 食事の提供に要する費用 

（２） 利用者の選定により通常事業の実施地域以外に居住する利用者に対して行う送迎に

要する費用 

    （３） 通常要する時間を超える通所リハビリであって利用者の選定により必要となる費用の

範囲内において、居宅介護サービスまたは居宅支援サービス費用基準額を超える費用 

（４） おむつ代 

（５） その他日常生活で通常必要となる費用のうち、当該利用者が負担することが適当と認

められるもの 

  三 介護予防短期入所 

（１） 食事の提供に要する費用 

（２） 滞在に要する費用 

（３） 利用者が選定する特別な療養室の費用 

（４）  利用者が選定する特別な食事の費用  

（５） 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合を除く。） 

（６） 理美容代 

（７） その他日常生活で通常必要となる費用のうち、当該利用者が負担することが適当と

認められるもの 

  四 介護予防通所リハビリ 

（１） 食事の提供に要する費用 

（２） 利用者の選定により通常事業の実施地域以外に居住する利用者に対して行う送迎に

要する費用 

    （３） おむつ代 

（４） その他日常生活で通常必要となる費用のうち、当該利用者が負担することが適当と

認められるもの 

３ 前項の費用の額を変更した場合は、当該変更した額について新たに利用者及び家族の同意

を得なければならない。 

 

第４章 運営に関する事項 

（ことりの園の利用に当たっての留意事項） 

第１２条 利用者は、ことりの園を利用するに当たっての留意事項は、以下の各号に定めるとお

りとする。 

    一 面会時間は、午後１時から午後５時３０分までとすること。 

    二 外出・外泊する際は、別に定める外出・外泊届を、提出すること。 

２ その他ことりの園の利用に当たっての留意事項は、管理者が別に定める。 
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（営業日並びに営業時間） 

第１３条 通所リハビリ及び介護予防通所リハビリの営業日並びに営業時間は、次のとおり定め

る。 

  一 営業日 月曜日から土曜日まで（１２月３０日から１月３日までを除く。）   

二 営業時間 午前８時００分から午後４時３０分まで。（ただし、利用者の選定により通常要す

る時間を超えて行う通所リハビリの提供が必要と認められる場合は、午後８時まで） 

２ 訪問リハビリ及び介護予防訪問リハビリの営業日営業時間は、次のとおり定める。 

 一 営業日 月曜日から土曜日まで（１２月３０日から１月３日までを除く。） 

 二 営業時間 午前９時００分～午後５時３０分まで。 

 

（通常の送迎及び通常の事業の実施地域） 

第１４条 短期入所及び介護予防短期入所の通常の送迎の実施地域は、高崎市とする。 

２ 通所リハビリ及び介護予防通所リハビリの通常の事業の実施地域は、高崎市（旧高崎市・旧

群馬町・旧箕郷町）の一部とする。概ね片道１０ｋｍ、２０分以内。 

３ 訪問リハビリ及び介護予防訪問リハビリの通常の事業の実施地域は、高崎市（主に六郷地

区）とする。概ね片道１０ｋｍ、２０分以内。 

 

（褥瘡の発生防止） 

第１５条 ことりの園は、施設サービス等の提供にあたり褥瘡が発生しないよう、次の各号に定

める措置を講じなければならない。 

一 褥瘡のリスクが高い利用者に対し、褥瘡予防のための計画を作成すること。 

二 看護師を褥瘡予防担当者とすること。 

三 ことりの園褥瘡対策チームを設置し、褥瘡対策のための指針を整備すること。 

四 従業者に対し、褥瘡対策に関する教育を行うこと。 

 

（衛生管理） 

第１６条 ことりの園は、園内において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次

の各号に定める措置を講じなければならない。 

   一 看護師等を感染対策担当者とすること。 

二 ことりの園感染対策委員会を設置し、定期的に開催するとともに、その結果について、職

員に周知徹底すること。 

三 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針（ことりの園感染対策マニュ

アルを整備する。 

   四 前号に定めるマニュアルに基づき、従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

 

（非常災害対策） 

第１７条 ことりの園は、    を防火管理者とし、非常災害に関する具体的な計画を立てなけれ

ばならない。 

２ ことりの園は、非常災害に備えるため、毎年昼間の非常災害訓練（避難訓練、消火訓練及び

通報訓練を行うものをいう。以下同じ。）、夜間を想定した非常災害訓練を実施しなければなら
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ない。 

３ ことりの園の従業者は、常に、災害の防止と利用者の安全確保に配慮しなければならない。 

 

（要望及び苦情処理）   

第１８条 ことりの園は、提供した施設サービス等に関し利用者又は家族から要望及び苦情があ

ったときは、管理者の責任において迅速かつ適切に対応し、その対応策を要望及び苦情を申

し出た者に説明するものとする。 

２ 要望及び苦情の受付責任者は、支援相談員とし、苦情の処理のシステムは、ことりの園苦情

処理委員会で定めるものとする。 

３ 利用者または家族の要望及び苦情を受け付けるため、サービスステーション窓口に「ご意見

箱」を設置するものとする。 

 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第１９条 ことりの園は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講

じなければならない。 

一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の

防止のための指針（ことりの園事故予防・対応マニュアル）を整備すること。 

二 ことりの園は、事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、

当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備す

ること。 

三 看護師長を安全対策責任者とすること。 

四  事故発生の防止のための委員会（ことりの園事故防止委員会）及び従業者に対す

る研修を定期的に行うこと。 

２ ことりの園は、利用者に対する施設サービス等の提供により事故が発生した場合は、同マニ

ュアルに基づいて、直ちに必要な措置を採るとともに、利用者の家族等に連絡をしなければな

らない。死亡事故その他重大な事故については、遅滞なくその概要を県及び市町村に報告を

しなければならない。 

３ ことりの園は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録するものとす

る。 

４ ことりの園は、利用者に対する施設サービス等の提供により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行うものとする。 

 

（サービスの質の評価） 

第２０条 ことりの園は、自らその提供する施設サービス等の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。なお、評価にあたっては、ことりの園サービス評価委員会を組織して

行うこととする。 

２ 前項に定める評価委員会は、ことりの園の従業者以外の者をもって組織するよう努めなけれ

ばならない。 

３ ことりの園は、第一項に定める評価委員会の評価を要約し、公表するよう努めなければなら

ない。 
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     第５章 雑則 

（委任） 

第２１条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、医療法人博仁

会の同意を得て、管理者が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、平成１６年５月１日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、平成１７年１０月１日から施行する。 

 

    附 則  

 この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

   附則  

 この規程は、平成２１年１月１日から施行する。 

 

   附則  

 この規程は、平成２１年９月１日から施行する。 

 

   附則  

 この規程は、平成２２年５月１７日から施行  

 

   附則  

 この規程は、平成２２年６月１日から施行する。 

 

   附則  

 この規程は、平成２２年７月１日から施行する。 

 

   附則  

 この規程は、平成２３年６月１６日から施行する。 

 

   附則 

 この規程は、平成２５年２月１日から施行する。 

 

   附則 

 この規定は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附則 

 この規定は、平成２５年１０月１日から施行する。 
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附則 

 この規定は、平成２７年 ４月１日から施行する。 

 

  附則 

 この規定は、平成２７年１０月１日から施行する。 

 

  附則 

 この規定は、平成２８年９月１日から施行する。 

 

  附則 

 この規定は、平成２９年８月１日から施行する。 

 

  附則 

 この規定は、平成２９年１２月１日から施行する。 

 

  附則 

 この規定は、平成３０年８月１日から施行する。 

 

  附則 

 この規定は、令和３年８月１日から施行する。 

 

  附則 

 この規定は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表第１（第９条関係）ことりの園の従業者の職種等 

職種 職務の内容 員数（常勤換算） 

管理者 ことりの園の従業者の管理及び業務の実

施状況の把握その他の管理を一元的に行

う。 

０．５  人  

 

    

医師 利用者の病状及び心身の状況に応じて、

日常的な医学的対応を行う。 

薬剤師 医師の指示に基づき、薬剤の管理及び服

薬指導等を行う。 

０．２人  

理学療法士・作業療

法士・言語聴覚士 

リハビリテーションプログラム等を作成し、

理学療法、作業療法その他必要なリハビリ

テーションを計画的に行う。 

合計５．３ 人  

入所    通所リハビリ 

４．９人     ０人  

訪問リハ 

０．４人  

看護職員 医師の指示に基づき、投薬、検温、血圧測

定等の業務及び施設サービス計画等に基

づく看護・介護を行う。 

合計５．３ 人  

入所    通所リハビリ 

４．３人     ０人  

 

介護職員 施設サービス計画等により、医学的管理に

基づく介護を行う。 

合計１９．７人 

入所    通所リハビリ 

１８．７人  ０人  

 

 

管 理 栄 養 士 （ 栄 養

士） 

献立の作成、栄養指導、嗜好調査等利用

者の食事・栄養管理を行う。 

０．５人 ( ０人) 

介護支援専門員 施設サービス計画等の原案を作成し、その

他ケアマネジメントを行う。 

１人 

支援相談員 利用者及び家族からの処遇上の相談に適

切に応じるとともに、入退所事務等を行う。 

０．５人  

調理員 管理栄養士（栄養士）の指示のもとで、利

用者に提供する食事を調理する。 

０人 (委託のため０ ) 

その他   
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別表第２（第１１条関係）ことりの園利用料金表 

Ⅰ介護老人保健施設  

Ⅰ－１ 食費・居住費の費用  （１）介護保険負担限度額認定者以外の者 

料金の種類 金額 備考 

居住に要する費用 ユニット型個室      円／日 

ユニット型準個室     円／日 

従来型個室    １３１０円／日 

多床室        ６５０円／日 

 

食事の提供に必要な費用             １６００円／日  

 

Ⅰ－１ 食費・居住費の費用  （２）介護保険負担限度額認定者 

料金の種類 金額 備考 

居住に要する費用 

 

基準費用額 

ユニット型個室       円／日 

ユニット型準個室      円／日 

従来型個室   １，６４０円／日 

多床室       ３７０円／日 

 

第１段階負担限度額 

ユニット型個室      円／日 

ユニット型準個室     円／日 

従来型個室     ４９０円／日 

多床室       なし 

第２段階負担限度額 

ユニット型個室      円／日 

ユニット型準個室     円／日 

従来型個室     ４９０円／日 

多床室        ３７０円／日 

第３段階負担限度額 

ユニット型個室      円／日 

ユニット型準個室     円／日 

従来型個室   １，３１０円／日 

多床室        ３７０円／日 

食事の提供に必要な費用 基準費用額   １，４４５円／日  

第１段階負担限度額 ３００円／日 

第２段階負担限度額 ３９０円／日 

第３段階負担限度額 ６５０円／日 

              １３６０円/日 



 11 

 

 

Ⅰ－２ その他の費用 共通事項 

料金の種類 金額 備考 

特別な食事の費用 実費（利用者の希望による）   

特別な室料の費用 １人部屋  １１９０ 円  

２人部屋   ４００ 円  

消費税含む 

理美容代        １５００ 円／  回  

日用品費                                   ６０ 円／ 日  

教養娯楽費          ５０ 円／ 日  

家電持込料          ５０ 円／ 日     

洗濯代         ８００  円／ 回  

 

 

Ⅱ短期入所療養介護 

Ⅱ－１ 食費・滞在費の費用  （１）介護保険負担限度額認定者以外の者                               

料金の種類 金額 備考 

滞在に要する費用 ユニット型個室      円／日 

ユニット型準個室     円／日 

従来型個室    １３１０円／日 

多床室        ６５０円／日 

 

食事の提供に必要な費用             １６００円／食  

 

Ⅱ－１ 食費・滞在費の費用 （２）介護保険負担限度額認定者                               

料金の種類 金額 備考 

滞在に要する費用 基準費用額 

ユニット型個室      円／日 

ユニット型準個室     円／日 

従来型個室   １，６４０円／日 

多床室        ３７０円／日 

 

第１段階負担限度額 

ユニット型個室      円／日 

ユニット型準個室     円／日 

従来型個室     ４９０円／日 

多床室       なし 
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第２段階負担限度額 

ユニット型個室      円／日 

ユニット型準個室     円／日 

従来型個室     ４９０円／日 

多床室        ３７０円／日 

第３段階負担限度額 

ユニット型個室       円／日 

ユニット型準個室      円／日 

従来型個室    １，３１０円／日 

多床室         ３７０円／日 

食事の提供に必要な費用 基準費用額    １，４４５円／日  

第１段階負担限度額 ３００円／日 

第２段階負担限度額 ６００円／日 

第３段階負担限度額 ①１０００円／日 

              ②１３００円/日 

 

 

Ⅱ－２ その他の費用 共通事項 

料金の種類 金額 備考 

特別な食事の費用 実費（利用者の希望による）   

特別な室料の費用 １人部屋  １１９０ 円  

２人部屋   ４００ 円  

消費税含む 

理美容代        １５００ 円／回   

日用品費                                   ６０ 円／日   

教養娯楽費          ５０ 円／日   

家電持込料          ５０ 円／日    

洗濯代 ８００ 円／回  

 

Ⅲ介護予防短期入所療養介護 

Ⅳ－１ 食費・滞在費の費用  （１）介護保険負担限度額認定者以外の者                               

料金の種類 金額 備考 

滞在に要する費用 ユニット型個室      円／日 

ユニット型準個室     円／日 

従来型個室    １３１０ 円／日 

多床室        ６５０ 円／日 

 

食事の提供に必要な費用            １６００ 円／食  
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Ⅳ－１ 食費・滞在費の費用  （２）介護保険負担限度額認定者                               

料金の種類 金額 備考 

滞在に要する費用 基準費用額 

ユニット型個室      円／日 

ユニット型準個室     円／日 

従来型個室   １，６４０円／日 

多床室       ３７０円／日 

 

第１段階負担限度額 

ユニット型個室      円／日 

ユニット型準個室     円／日 

従来型個室     ４９０円／日 

多床室       なし 

第２段階負担限度額 

ユニット型個室      円／日 

ユニット型準個室     円／日 

従来型個室     ４９０円／日 

多床室       ３７０円／日 

第３段階負担限度額 

ユニット型個室      円／日 

ユニット型準個室     円／日 

従来型個室   １，３１０円／日 

多床室       ３７０円／日 

食事の提供に必要な費用 基準費用額  Ⅳ－１（１）に定める額に基づく  

第１段階負担限度額 ３００円／日 

第２段階負担限度額 ６００円／日 

第３段階負担限度額 １０００円／日 

              １３００円／日 

 

 

Ⅳ－２ その他の費用 共通事項 

料金の種類 金額 備考 

特別な食事の費用 実費（利用者の希望による）   

特別な室料の費用 １人部屋   １１９０ 円  

２人部屋    ４００ 円  

消費税含む 

理美容代        １５００ 円／  回  

日用品費                                   ６０ 円／ 日  

教養娯楽費          ５０ 円／ 日  
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家電持込料          ５０ 円／ 日  

洗濯代         ８００  円／ 回  

 

 

 

 


